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議案第183号 

 

教育委員会所管の学校の教員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案 

 

教育委員会所管の学校の教員等の特殊勤務手当に関する条例（平成12年大阪市条例第30号）の一

部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の破線で囲んだ部分のように改める。 

改正後 改正前 

（教員特殊業務手当） 

第３条 [略] 

２ 前項に規定する手当の額は、業務に従事

した日１日につき、次の表の左欄に掲げる

業務ごとに同表の中欄に掲げる区分に応

じ、同表の右欄に定める額とする。 

 [表 別紙２ 挿入] 

[３ 略] 

（教員特殊業務手当） 

第３条 [同左] 

２ [同左] 

 

 

 

 [表 別紙１ 挿入] 

[３ 同左] 

備考 表中及び表中に挿入される別紙の[ ]の記載は注記である。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に支給すべき事由が生じたこの条例による改正前の教育委員会所管の学

校の教員等の特殊勤務手当に関する条例による手当については、なお従前の例による。 
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[第３条第２項の表 別紙１] 

業務 区分 手当の額 

前項第１号ア

に掲げる業務 

⑴ 休日において、業務に従事した時間が７

時間45分以上であるとき 

⑵ ４時間勤務日等において、所定の勤務時

間以外に業務に従事した時間が７時間以上

であるとき 

⑶ ⑴及び⑵に規定する日以外の日におい

て、所定の勤務時間以外に業務に従事した

時間が６時間以上であるとき 

8,000円（被害が特に甚大な

非常災害の際に当該業務が

行われた場合（人事委員会規

則で定める場合に限る。）に

あっては、16,000円） 

⑷ 休日において、業務に従事した時間が５

時間以上７時間45分未満であるとき 

⑸ ４時間勤務日等において、所定の勤務時

間以外に業務に従事した時間が４時間以上

７時間未満であるとき 

⑹ ⑷及び⑸に規定する日以外の日におい

て、所定の勤務時間以外に業務に従事した

時間が３時間以上６時間未満であるとき 

4,000円（被害が特に甚大な

非常災害の際に当該業務が

行われた場合（人事委員会規

則で定める場合に限る。）に

あっては、8,000円） 

前項第１号イ

及びウに掲げ

る業務 

⑴ 休日において、業務に従事した時間が７

時間45分以上であるとき 

⑵ ４時間勤務日等において、所定の勤務時

間以外に業務に従事した時間が７時間以上

であるとき 

⑶ ⑴及び⑵に規定する日以外の日におい

て、所定の勤務時間以外に業務に従事した

時間が６時間以上であるとき 

7,500円 

⑷ 休日において、業務に従事した時間が５

時間以上７時間45分未満であるとき 

⑸ ４時間勤務日等において、所定の勤務時

間以外に業務に従事した時間が４時間以上

７時間未満であるとき 

3,750円 
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⑹ ⑷及び⑸に規定する日以外の日におい

て、所定の勤務時間以外に業務に従事した

時間が３時間以上６時間未満であるとき 

[同左] 
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[第３条第２項の表 別紙２] 

業務 区分 手当の額 

前項第１号ア

に掲げる業務 

⑴ 休日において、業務に従事した時間が４

時間以上であるとき 

⑵ ４時間勤務日等において、所定の勤務時

間以外に業務に従事した時間が７時間以上

であるとき 

⑶ ⑴及び⑵に規定する日以外の日におい

て、所定の勤務時間以外に業務に従事した

時間が６時間以上であるとき 

8,000円（被害が特に甚大な

非常災害の際に当該業務が

行われた場合（人事委員会規

則で定める場合に限る。）に

あっては、16,000円） 

⑷ ４時間勤務日等において、所定の勤務時

間以外に業務に従事した時間が４時間以上

７時間未満であるとき 

⑸ 休日及び⑷に規定する日以外の日におい

て、所定の勤務時間以外に業務に従事した

時間が３時間以上６時間未満であるとき 

 

 

4,000円（被害が特に甚大な

非常災害の際に当該業務が

行われた場合（人事委員会規

則で定める場合に限る。）に

あっては、8,000円） 

前項第１号イ

及びウに掲げ

る業務 

⑴ 休日において、業務に従事した時間が４

時間以上であるとき 

8,000円 

⑵ ４時間勤務日等において、所定の勤務時

間以外に業務に従事した時間が７時間以上

であるとき 

⑶ 休日及び⑵に規定する日以外の日におい

て、所定の勤務時間以外に業務に従事した

時間が６時間以上であるとき 

7,500円 

⑷ ４時間勤務日等において、所定の勤務時

間以外に業務に従事した時間が４時間以上

７時間未満であるとき 

⑸ 休日及び⑷に規定する日以外の日におい

て、所定の勤務時間以外に業務に従事した

3,750円 
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時間が３時間以上６時間未満であるとき 

 

 

[略] 
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  令和７年11月28日提出 

大阪市長  横 山 英 幸  

 

説 明 

 教員特殊業務手当の額を改定するため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出す

る次第である。 

 


